
国民年金保険料は、退職（失業）による特例
免除があります
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■お問い合わせ先　住民福祉課住民係　℡６２－１１１１（内線１２９）

　特例免除は、申請する年度または前年度において退職（失業）
の事実がある場合に対象となります。また、この特例免除に
ついては、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となり
ます。
　手続きに必要なもの
　①　年金手帳または基礎年金番号がわかるもの（納付書等）
　②　認印
　③　失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
　　　（雇用保険受給資格者証、離職票）
追納のおすすめ
　国民年金には、追納という制度があり、１０年以内なら免除を受けた期間の保険料を
納めることができます。追納をされることにより、老齢基礎年金の年金額に算入されま
す。また、免除が承認された期間の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の保険料
に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。
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